
























作業道修繕 特記仕様書 

 

１． 修繕箇所は別添位置図に示す箇所とする。 

 

２． 支障となる伐根がある場合は、掘り起こすこと。 

 

３． 砂利敷込は、別紙１「作業道修繕標準横断図」を標準として施工すること。 

 

４． 砂利敷込の前に修繕箇所の不陸整正を行い、砂利敷込後は振動ローラー等で

締固めること。 

 

５． 砂利の購入に当たっては別紙２「使用材料承認願」を監督職員へ提出し、承

認を受けたものを購入すること。 

 

６． その他、技術的事項に関しては監督職員の指示を受けること。 












